
★ 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
三
号
）
（
こ
ど
も
家
庭
課
）

 

一 
改
正
の
要
旨

 
 
 

児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
保
育
所
に
お
け
る
満
三
歳
以
上
の
幼
児
に
対
す
る

食
事
の
提
供
に
つ
い
て
、
外
部
か
ら
搬
入
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
伴

い
、
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
た
め
、
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
っ
た
。

二 

施
行
期
日

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
八
日


